
 

 

 

東日本大震災復興支援金収支計算書 
 

日本赤十字社 
 

自：平成２３年９月２８日 
至：平成２４年３月３１日 

 
 





(単位：円）

 １．収入

　　　 復興支援金収入 40,066,027,141 

　　　　　　　 収入合計 40,066,027,141 

 ２．支出

　　　 復興支援金支出 40,066,027,141 

　　　　 岩手県 8,401,632,819 

　　　　 宮城県 16,185,498,518 

　　　　 福島県 15,478,895,804 

　　　　　　　  支出合計 40,066,027,141 

 ３．収支差額 0 

自　平成２３年９月２８日

至　平成２４年３月３１日

東日本大震災復興支援金収支計算書



１．東日本大震災復興支援金収支計算書作成の基礎 

本収支計算書は、東日本大震災の被災者支援を目的にクウェート政府から日本政府

に無償提供された原油の売却代金相当額として、石油元売会社を通じて日本赤十字社

（以下、「当社」という。）に寄託された資金（以下、「復興支援金」という。）に

係る平成２３年９月２８日から平成２４年３月３１日までの収支の結果について、ク

ウェート政府及び経済産業省に対する報告に資することを目的として作成される。 

本収支計算書は、それ以外の目的に適合するものではなく、例えば、当社の財政状

態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況を表示することを目的とした財務諸表に

相当するものではない。 

当社は、経済産業省より、クウェート政府から無償提供された原油を活用した被災

地復興事業の実施について依頼を受けたことから、復興支援金の寄託を受け、この震

災において特に被害の甚大であった岩手県、宮城県及び福島県における復興事業に活

用するための資金として、当該三県に送金している。 

 

２．重要な会計方針 

（１）復興支援金収入 

東日本大震災の被災者支援を目的にクウェート政府から日本政府に無償提供さ

れた原油の売却代金相当額として、石油元売会社を通じて当社に入金された金額で

あり、入金時に計上している。 

（２）復興支援金支出 

復興支援金収入を原資として、岩手県、宮城県及び福島県に送金された金額であ

り、支出時に計上している。 

（３）収支差額 

復興支援金収入から復興支援金支出を差し引いた金額を計上している。 

 



報告書の日本語訳は、正本（英文）を理解するための参考として翻訳したものである。 

独 立 監 査 人 の 報 告 書 

日本赤十字社  御 中 

当監査法人は、日本赤十字社の平成２３年９月２８日から平成２４年３月３１日までの期間の

特別の目的で作成された東日本大震災復興支援金収支計算書（重要な会計方針及びその他の注記

を含む。）について監査を行った。東日本大震災復興支援金収支計算書は、注記１及び２に記載の

日本赤十字社東日本大震災復興支援金収支計算書作成要領に従って理事者が作成したものである。 
 

東日本大震災復興支援金収支計算書に対する理事者の責任 

理事者の責任は、注記１及び２に記載の日本赤十字社東日本大震災復興支援金収支計算書

作成要領に従って東日本大震災復興支援金収支計算書を作成することにある。これには、不正又

は誤謬による重要な虚偽表示のない東日本大震災復興支援金収支計算書を作成するために理事者が

必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 
 
監査人の責任 

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から東日本大震災

復興支援金収支計算書に対する意見を表明することにある。当監査法人は、国際監査基準に準拠

して監査を行った。監査の基準は、当監査法人が職業倫理の規程を遵守すること、及び当監査法

人に東日本大震災復興支援金収支計算書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証

を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。 
監査においては、東日本大震災復興支援金収支計算書の金額及び開示について監査証拠を入手

するための手続が実施される。監査手続は、監査人の判断により、不正又は誤謬による東日本

大震災復興支援金収支計算書の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。

監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク

評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、東日本大震災復興支援金

収支計算書の作成に関連する内部統制を検討する。また、監査には、理事者が採用した会計方針

及びその適用方法並びに理事者によって行われた見積りの評価も含め全体としての東日本大震災

復興支援金収支計算書の表示を検討することが含まれる。 
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。 

 

監査意見 

当監査法人は、平成２３年９月２８日から平成２４年３月３１日までの期間の東日本大震災

復興支援金収支計算書が、すべての重要な点において、注記１及び２に記載の日本赤十字社東

日本大震災復興支援金収支計算書作成要領に従って作成されているものと認める。 
 

強調事項 

東日本大震災復興支援金収支計算書の注記１及び２に記載されているとおり、東日本大震災

復興支援金収支計算書は、上記の日本赤十字社東日本大震災復興支援金収支計算書作成要領に

従ってクウェート政府及び経済産業省に報告するために作成されており、したがって、それ以外の

目的には適合しないことがある。当該事項は、当監査法人の結論に影響を及ぼすものではない。

当報告書は、日本赤十字社及びクウェート政府及び経済産業省のみを利用者として想定しており、

日本赤十字社、クウェート政府及び経済産業省以外に利用されるべきものではない。 

新日本有限責任監査法人 

平成２４年６月１３日 
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